
 1

第３回南区自治協議会 議事概要 
 

日  時  令和４年６月２９日（水） 午後２時～午後３時２２分 

 

会  場  新潟市南区役所４階 講堂 

 

次  第  １ 開会 

      ２ 報告 

       （１）次期総合計画の素案について（政策調整課） 

       （２）南区区ビジョンについて（地域総務課） 

       （３）令和４年度 教育委員会の主な事業について（教育支援センター） 

      ３ 部会報告 

      ４ その他 

５ 次回全体会の日程について 

           ７月２７日（水）  南区役所 午後２時から 

      ６ 閉会 

     

事前配布資料 

 資料 1  新潟市総合計画素案（概要）2023-2030 

 資料 2  区ビジョン策定スケジュール（案） 

 資料 3  これからの社会をたくましく生き抜く力の育成 

 

当日配布資料 

 資料 4-1 南区自治協議会第１部会 会議概要 

 資料 4-2 南区自治協議会第２部会 会議概要 

 資料 4-3 南区自治協議会第３部会 会議概要 

 

 

出席委員： 関川秀明委員，井上吉一委員，田中美智郎委員，久保安夫委員， 
豊木 宏委員，川村朋生委員，有田正己委員，小林正義委員， 
鞠子幸一委員，冨井 敦委員，笹川和代委員，山坂和夫委員， 
星野 誠委員，鈴木皓旦委員，渡邊喜夫委員，大矢洋子委員， 
宮崎岩男委員，板谷昭人委員，大籏英之委員，日浦 徹委員， 
荏原宏美委員，松尾正行委員，野沢文江委員，小嶋ノリ委員， 
髙橋直廣委員，西山久子委員，半間奈菜委員  

以上２７名 
 
欠席委員： 佐藤隆行委員，阿部隆一委員 
 
事務局：（南区）五十嵐区長，山際副区長，藤野区民生活課長，佐藤健康福祉課長， 

石崎産業振興課長，細貝建設課長，小菅南区教育支援センター所長， 
鈴木地域総務課長補佐，高橋地域総務課長補佐，登石月潟出張所長， 
地域総務課職員 

〔Web によるリモート出席（南区）〕川村味方出張所長，和田白根地区公民館長， 
滝沢農業委員会事務局南区事務所長 

 
    （本庁）政策調整課長補佐，政策調整課職員，秘書課職員 
 
その他：野島副市長 
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報  道 １名 

傍 聴 者 ０名 

 

（午後２時００分） 

１ 開会 

○事務局（鈴木地域総務課長補佐）  （配布資料の確認） 

〇議長（髙橋会長） 皆さんご苦労さまでございます。 

 さて，白根大凧合戦が終わりました。土日の２日間は，北風に恵まれました。たくさんの合戦

絵巻が展開されました。私は，凧合戦の観戦ガイドを４日間行いましたけれども，その中でも日

曜日の５日，この日はガイドに力が入りました。この日，「アラカワ」という風が吹いたのです。

北東の風で東軍の大凧は西側の堤防近くまでせり出して揚げることができます。西軍の大凧は，

通常西風が強いのでずっと東側の堤防に普通は行くのですが，真上に揚がります。真上に揚がっ

て，中ノ口川に被せ落とせる風を「アラカワ」といいます。日曜日の風は少し強めだったので，

東軍の大凧が川面をなめるような凧揚げはできませんでしたが，西軍の大凧は一回被さらなかっ

た場合でも，もう一回，立て直して再チャレンジできるような風でした。 

 ところで私がガイドをしていて，なぜ「アラカワ」というのか，疑問に思いました。それで凧

にくわしい方にお尋ねをしました。そうしましたら，北東の風が吹くと，川の水面は荒れること

から「アラカワ」というと言う方がいらっしゃいました。まさにこの５日が「アラカワ」だった

と，凧合戦に詳しい方のお話しでした。また，ある方は，村上の荒川の河口の方向から吹く風と

いうことで，「アラカワ」と呼ばれたらしいと。江戸時代には，そういう地名を目安として川の

名前が引用されたとおっしゃっていました。そういう「アラカワ」の５日においでになったお客

様は本当に幸運で，最高の合戦絵巻を堪能していただけたようでした。 

 それでは，本日の会議を進めさせていただきます。 

欠席者の報告 

傍聴者の報告（所定の手続きを経て，傍聴していることを報告） 

取材申し込みの報告（新潟日報社） 

 

２ 報告 

（１）次期総合計画の素案について（政策調整課） 

（２）南区区ビジョンについて（地域総務課） 

〇議長（髙橋会長） 続いて，次第２（１）次期総合計画の素案について，政策調整課から報告

をいたしますが，その前に野島副市長からごあいさつをお願いいたします。ご質問については，

次の報告事項（２）南区区ビジョンについてと関連がありますので，その報告が終わりましたら，

一括してお聞きしたいと思います。それでは，野島副市長お願いいたします。 

〇野島副市長 皆さまこんにちは。副市長の野島でございます。本日は，新しい総合計画の素案

について，ご報告をさせていただきます。昨年度から自治協議会の皆さまには，区ビジョン策定

のためのワークショップをはじめ，さまざまなご協力をいただきました。延べ 5,000 人を超える

市民の皆さま，そして団体の皆さまからご意見等をいただきまして，できあがったものがこの素

案です。本日お配りしましたのは，その素案のさらに概要版なのですけれども，この素案につい

て，これから総合計画審議会の全体会において，有識者や公募委員の皆さまとともに，さらに審

議を進めていくことになります。 
 また，審議会での審議に並行しまして，パブリックコメントという市民意見提出手続によって，

一人ひとりの市民の皆さまからご自身の意見を個々に提案いただけるようにしております。区ビ

ジョン基本計画というのは，かなり大きな大枠の計画でございましたけれども，その具体的なま

ちづくりの取り組みを示す，区ビジョンまちづくり計画というものも，これから策定してまいり

ますので，それにつきましても，自治協議会の皆さまと一緒になって進めさせていただきたいと

考えております。 
新潟市域は広うございます。８区それぞれに特色のある歴史や産業，そして文化がございまし

て，それぞれに多様な，潜在的な力というものがまだまだ潜んでいると考えております。そうい
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った力をしっかりと発揮していただいて，新潟市一丸となって未来に向けた計画を作っていきま

しょう。できる限り，多くの皆さまからご意見をいただきながら策定してまいりたいと思ってお

りますので，ぜひ皆さま方のご協力をよろしくお願いいたします。 
総合計画といいますと，非常に堅苦しい行政の計画という感じがいたしますけれども，未来を

担う子どもたち，それからこれから生まれてくる子どもたちにしっかりとこの新潟市の思いを伝

えていく，将来世代に引き継いでいく新潟市を作っていくための計画だということで，ぜひこの

策定に対して皆さまからのご協力をよろしくお願いいたします。 
 それでは，具体的な説明を担当からさせていただきます。 

○竹田政策調整課長補佐 皆さんこんにちは。このたびはお時間をいただき，ありがとうござい

ます。政策調整課課長補佐の竹田と申します。よろしくお願いいたします。 

 現在の総合計画なのですけれども，にいがた未来ビジョンが今年度で終了となりますので，現

在，来年度からの新しい総合計画の策定に向けて作業を進めております。市民の皆さまからのご

意見も踏まえながら，このたび，新しい総合計画の素案がまとまりましたので，本日は経過報告

として，素案の主な内容について，自治協議会の皆さまにご報告させていただきます。なお，現

在，パブリックコメントを実施しており，市のホームページなどで新潟市総合計画の素案という

ことで公表し，市民の皆さまからご意見をいただく期間となっております。これから，素案の概

要をご説明いたしますが，自治協議会の皆さまからもご意見がございましたら，後日，パブリッ

クコメントによりこちらまで意見をお寄せいただけると幸いでございます。 

 それでは，配付いたしましたＡ４横の資料「新潟市総合計画素案（概要）」をご覧ください。

総合計画の素案の本冊そのものは約２７０ページと膨大な資料になりますので，本日は，この概

要版に沿って，素案の主なポイントについてご説明させていただきます。資料の３ページ，こち

らがまず新潟市のまちづくりの考え方，方向性を示す基本構想となります。 

 ４ページが，次期総合計画の基本的考え方となります。急速に進行しております人口減少，少

子高齢化への対応が本市の最重要課題ととらえております。そのような状況におきましても，一

番下の囲みに書かせていただきましたように，健全な行財政運営のもと，明るい未来に向かって

進化する活力あふれる新潟市，市民が心豊かに暮らせる持続可能な新潟市を築いていく必要があ

ります。よって，５ページのまちづくりの理念については，上の囲みのみんなで新潟市の強みを

活かし，人口減少時代に躍進する，「活力あふれるまちづくり」，「持続可能なまちづくり」を進

めることといたしました。囲みの下，まちづくりの理念の概要に記載しましたとおり，心豊かな

暮らしを実現するためには，世界共通の目標であるＳＤＧｓの考え方を踏まえ，「経済」，「社会」，

「環境」の三側面の調和を図り，それぞれの側面の豊かさを高めることで，「活力あふれるまち

づくり」，「持続可能なまちづくり」を進めることが重要と考えておりまして，併せて市民の皆さ

まや民間事業者とのパートナーシップにより，新潟市の強みを最大限に活かしながら，総力を挙

げて取り組むことで，新潟市ならではの心豊かな暮らしができるまちの実現を目指し，将来世代

へ引き継いでいきたいと考えております。 

 次の６ページが，目指す都市像となります。今ほどのまちづくりの理念に基づきまして，計画

の最終年度になります２０３０年度に向けまして，新潟市が目指す都市像としては，田園の恵み

を感じながら心豊かに暮らせる日本海拠点都市と掲げさせていただきました。「経済」，「社会」，

「環境」の三側面の豊かさを調和し高め，まちづくりの理念である「活力あふれるまちづくり」，

「持続可能なまちづくり」を推進することで，都市像の実現につなげてまいります。 

 次の７ページからは，２総論となります。８ページから，人口の将来推計について記載をさせ

ていただきました。８ページが国全体，９ページは新潟市の将来推計人口をそれぞれ記載いたし

ました。新潟市においても，国全体の傾向と同様，今後数十年にわたって人口減少，少子高齢化

の局面が続くと見込まれております。 

 次に１０ページが，新潟市の人口の将来展望となります。人口減少が進展する時代におきまし

ては，緑色で書かせていただきました人口減少を和らげる施策とあわせて，青色の人口減少社会

に適応する施策に取り組む必要があります。したがって，次の総合計画では，この２点を意識し

て，人口減少対策に取り組むことといたしました。次の１１ページには，国のほうで取りまとめ

ました人口減少，少子高齢化が続くことで，今後，全国的に生ずることが予想される課題の例を
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分野ごとに記載いたしました。新潟市においても，多くの分野において同様の変化，課題が訪れ

ることが想定されております。そこで１２ページになりますが，次の総合計画の策定にあたりま

しては，計画期間である２０３０年よりもさらに一歩先，日本の人口減少が深刻化して，高齢者

人口がピークを迎える２０４０年ころの将来にかけて想定される変化や課題を見据え，現時点か

ら取り組むべき政策，施策について検討することといたしました。 

 続いて１３ページから２３ページまでが，３.時代の潮流，４.新潟市の強みと続きますが，今

日はすみません，時間の関係で割愛させていただきます。 

 ２４ページからは，５.政策・施策の全体像となります。２５ページには，基本計画の構成を

記載させていただきました。基本計画には，先ほどご説明いたしました，目指す都市像，田園の

恵みを感じながら，心豊かに暮らせる日本海拠点都市の実現に向けて，推進すべき政策・施策を

記載しております。 

 次の総合計画では，八つの分野ごとに政策・施策を記載するとともに，分野横断的かつ重点的

に推進する施策を重点戦略として記載いたします。また，区ビジョン基本方針，持続可能な行財

政運営を基本計画に記載するほか，総合計画の進捗を図るため，右側になりますけれども，三層

構造の成果指標を新たに設定することといたしました。 

 次の２６ページ，２７ページには，それぞれ成果指標の設定，政策・施策を推進する際に重視

する五つの視点ということで記載させていただきました。 

 続いて，２８ページからが６.重点戦略になります。２９ページに重点戦略の考え方をお示し

いたしました。県都である新潟市が広く新潟地域の発展をリードし，躍進していくために「都市

の活力」，「住民福祉の向上」の持続可能な好循環を作り出すことができるよう掲げる戦略となり

ます。産官学金労言士といった多様な主体と協働しながら，総力を挙げて展開する１０の戦略を

重点戦略と位置づけ，一つの政策パッケージとして推進いたします。そして，この重点戦略が八

つの各分野の政策を牽引していくことで，それぞれの政策効果をより高め，目指す都市像「田園

の恵みを感じながら心豊かに暮らせる日本海拠点都市」の実現を図ります。 

 次の３０ページから３９ページまでが，重点戦略それぞれごとに戦略展開の方向，関連する施

策，政策指標について記載をさせていただきました。概要版ですので，それぞれ項目のみの記載

とさせていただきました。本冊には具体的な内容を記載させていただきましたので，申し訳あり

ません，今日，この説明は割愛させていただきます。 

 次に４０ページからは，７.各分野の政策・施策となります。４１ページから５９ページまで，

それぞれの政策ごとに今後，取り組む施策，ＳＤＧｓとの関連，政策指標について記載させてい

ただきました。こちらの本冊には，具体的な内容を記載いたしました。こちらもすみません，時

間の都合で，ここの説明は割愛させていただきます。 

 続けて６０ページをからは，８.区におけるまちづくりの方向性となります。６１ページから

６８ページまで，各区の区ビジョン基本方針案の見出しをそれぞれ記載させていただきました。

６６ページ，こちらが南区のページとなります。区の将来像であります「風と大地の恵みに新た

な希望が芽吹く，郷土愛あふれるまち～みんなでつくるくらし続けたい南区～」，そして四つの

目指す区のすがたを記載させていただいております。 

 続いて，６９ページからは，９.みんなでつくる次期総合計画となります。７０ページ，７１

ページに，これまでの市民参加の取り組みをお示ししました。昨年度自治協議会の皆さまからも

ご参加いただいた，区ビジョン策定のためのワークショップをはじめ，延べ５，０００人を超え

る市民の皆さまや団体の皆さまからご意見をいただきながら策定を進め，総合計画の素案の作成

までたどり着くことができました。 

 最後に７２ページです。冒頭でもご説明させていただきましたが，次期総合計画の素案につき

まして，現在，７月１９日（火）までの期間でパブリックコメントを実施しております。素案の

本冊につきましては，市ホームページで掲載したほか，区役所２階の市政情報コーナーにも設置

しております。可能であれば，素案の本冊もご覧いただけると幸いでございます。 

 本日は，走り走りの説明になりましたけれども，こういう要素も書き加えたほうがよいなどの

ご意見がございましたら，パブリックコメントとしてお寄せいただければと思います。記載の様

式など，市のホームページ，もしくは地域総務課の職員にお尋ねいただければと思います。 
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 最後の最後，資料にはございませんが，新しい総合計画策定までの今後の流れについて，ご説

明させてもらいます。先ほどのパブリックコメントのほか，昨日になりますが，第１回を開催し

た各分野の有識者で構成する総合計画審議会により，素案についてご審議いただくこととなって

おります。その後，いただいた意見を基に案の内容を磨き上げ，今年１２月には市議会に議案と

して提案し，議決をいただくことで最終確定となる予定となっております。 

 以上で，次期総合計画素案に関する経過報告を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（髙橋会長） 次第２（２）南区区ビジョンについて，地域総務課から報告をお願いいた

します。 

〇事務局（山際副区長） 地域総務課です。 

 続いて，報告２の南区区ビジョンについて，ご説明させていただきます。今ほど，ご覧いただ

いております資料１の６６ページにお戻りいただきたいと思います。南区の基本方針をまとめた

ページでございます。こちらの基本方針につきましては，昨年度より委員の皆さまのご意見もい

ただきながら，早速策定を進めてまいりました。６６ページには，ご覧いただけますように，目

指す区のすがたとして，四つの項目を掲げさせていただいておりますが，こちらの，四つ目の●

でございますけれども，地域の宝に気づき，守り，魅力あふれるまちとなっております。こちら

につきましては，以前に委員の皆さまにお示ししたとき，一番最後のフレーズ「魅力あふれるま

ち」の部分が，魅せられるまちという表現でございましたが，そこの部分をより意味を分かりや

すく伝わりやすいように，フレーズを若干修正させていただいております。続きまして，配付資

料２をご覧ください。区ビジョンの策定スケジュールの案でございます。南区区ビジョンは，区

の将来像や目指す方向性を示す基本方針とその基本方針に基づいた取り組みを示すまちづくり

計画の二つから構成されます。現在は，上の基本方針につきまして，新潟市総合計画の一部とし

てパブリックコメントを実施しています。７月以降は，この点，基本方針に基づく取り組みを示

すまちづくり計画を策定していく予定でおります。事務局におきまして，素案を作成し，今後，

７月の自治協議会の本会議におきまして，その素案の全体像をお示ししたいと考えております。

その後，８月の自治協議会の各部会におきまして，それぞれの部会の担当分野についてご説明を

させていただいた後，委員の皆さまからのご意見をちょうだいできればと思っております。そこ

でいただきましたご意見や，またその他の団体のご意見なども踏まえまして，修正作業を行い，

１０月の自治協議会本会議におきまして，完成した素案をご報告させていただければと予定で考

えております。その後，１２月の市議会で報告後に，パブリックコメントを実施して，パブリッ

クコメントの結果を踏まえまして，来年の２月に改めて市議会及び自治協議会へ報告させていた

だいて，今年度末の計画完成を目指すという予定で考えております。引き続き，皆さまからのご

協力をいただきますよう，どうぞよろしくお願いいたします。説明は以上でございます。 

〇議長（髙橋会長） ただいまの（１）次期総合計画の素案について，（２）南区区ビジョンの

報告について，ご質問がありましたらお願いいたします。 

〇野島副市長 本日皆さまにお配りしておりますのは，あくまでも概要版で，詳細な中身までは

書いてございませんが，この区役所の地域総務課に本冊を用意してございますので，ぜひそれを

手にお取りいただければと思います。なお，本冊は非常に分野が広く，膨大な資料となっており

ますので，もちろん全部に目を通していただければ一番ありがたいですけれども，ご自身が普段

されている活動などの得意分野ですとか，あるいは興味をお持ちのところをじっくり読んでいた

だいて，そこについてご意見をいただくというようなところが，一番現実的なのかと考えており

ます。 
 そして先ほど，総合計画審議会がスタートしたと申し上げましたが，各区からも自治協議会か

らの代表者ということで参画いただいておりまして，南区につきましては髙橋会長から代表いた

だいております。ご意見については，パブリックコメントのほか，髙橋会長にお伝えすれば，審

議会で意見として伝えていただけるかと思いますので，ぜひご協力をよろしくお願いいたしま

す。 
〇鞠子委員 これを３回読ませていただいたのです。感想的な話で，私なりに取りまとめてきた

部分が質問も含めて三つあります。まず一つですが，これはあくまでもプランですよね。８年や

るわけですから，ここは当然，分担という問題が，市の本庁でやること，南区でやること，例え
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ば，私は大通のコミュニティですからコミュニティでやること。いろいろ分担が出てくると思う

のですけれども，その分担という部分についてなのですが，例えば，５３ページを見ていただく

と，この施策に対して政策指標とありますよね。この政策指標というものが，例えばＡで地震被

害想定時における死者数というものがございます。これをトータルで管理するところというと，

例えば，今で言うと，本庁に防災危機管理局ですか。というところまでやるという形が大きなと

ころで，それを細分化したところが，例えば，南区の地域総務課がやっているところまで小さく

落ちてきて，あくまでも統括するのは防災危機管理課みたいなイメージでとらえてよろしいので

しょうかという質問が一つ。 

 ２番目に，逆に統括するということは，この計画を，実績を出てきたものを当然，フォローし

ていくわけですね。少し話が飛んでしまうかもしれませんけれども，例えば，アクションプラン

というものがあって，アクションプランというのは福祉計画ですよね。アクションプランについ

ては，社会福祉協議会が主体になって，うちの大通のコミュニティで１年間でアクションプラン

の結果を小さくやっていって，次はこれが足りなかったからこうしようみたいな形になっていく

のですが，そういうフォローがどのようにされて，どのように周囲の方に見えてくるのか。見さ

せるのかという仕組みが見られる状態になるかということが一つ２番目の質問であります。個々

では８年でしたか，２０２３年から２０３０年ですから８年間ですよね。 

８年間のスタンスでやっていく中で，途中で見直しというのはどこかで書いてあったような気

がするのですが，当然，それはいつも言うのですけれども，意見なのですけれども，行政は年間

計画ですから，長期計画がないので，年間計画とどうリンクするのかということと，これはあく

までも長期計画の中でできなかったことは，いつ，どうするのだということは，毎年フォローし

ていかなければいけないという部分が，この資料だけでは見にくいのですけれども，あくまでも

計画だけしか書いていないので，どのようにフォローするか書いていないのだから，その辺は見

えるのかなということがあります。アクションプランは自分たちで目の前でやっていることだか

ら見えるわけじゃないですか。行政のやっていることがなかなか見えないということ。 

 それから，３番目のことですが，この８年間の計画はすごくいいことばかり書いてあります。

いいことは当然やれることとやれないことはあると思うのです。お金の問題も，人の問題もいろ

いろとあると思うのですが，単純に言いますと，要するに年寄りが増えて，生産労働が減るとい

うことは，税金が減るじゃないですか。それで新潟市の職員も減るのです。そうすると減った分

だけ生産性を上げなかったから，こんなエネルギーは出てこないのです。でも，ここは絵に描い

た餅にしたくないわけですから，いかに生産性を上げて，限られた資源，限られたお金とか，人

とかをどのようにして生産性を上げて，この計画をやっていくか。だから，今日，ご説明いただ

いた，こういう計画でやりますよということに対しては，私はひとこともないのですけれども，

それをしつこいようですけれども，分担の問題，フォローの問題，生産性の問題みたいなものを

見せていただけないと，本当にこれができるのかという懐疑心だけで終わってしまうのかという

ことが気になるところだったのです。なかなか私もサラリーマンを何十年もやっていましたけれ

ども，会社の目的と行政の目的というのは違って，特に私が自治協議会に出ていて行政とおつき

あいして毎回言うかもしれないですが，やはり縦割り社会なので，その辺をいかにクロスオーバ

ーしながら，これに向かってやっていくというところをご説明というか，簡単にでもいいですか

ら，概要をお話ししていただくと皆さんのご理解が少し違うのかと思って質問させていただきま

した。 

○竹田政策調整課長補佐 ご意見ありがとうございました。まず一つ目，指標の部分で各ページ

にそれぞれ政策指標ということで掲げさせていただきました。基本的には，新潟市はいろいろと

組織を分担しながらやっていますので，当然，それぞれ所管となる部署もございます。ですが，

市役所だけではできない部分もありますので，市民の方も含めて，達成に向かって何をすべきか

ということを今後，考えていくことになるのかと思っております。 

 続いて，指標のアクションプランの関係ですと，資料の２ページをご覧いただければと思いま

す。ここは重要ところなのですが，あまり説明していなかったので申し訳なかったのですけれど

も，右側に文字が小さくなりますが示しております。新潟市総合計画というものがありまして，

三層構造になっております。上から基本構想，基本計画，実施計画とありまして，今回，パブリ
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ックコメント等でご意見をいただくのが上から二つ，基本構想，基本計画ということで，大きな

方向性についてお示しさせていただいているものでございます。その下にそれを具現化するため

の実施計画というものをこれから作り上げていきたいと思っております。基本計画が固まりまし

たら，それで示した施策を実現するための具体的な取り組みということで，具体的にどういった

取り組みをしていくのかということをこれからまとめていきたいと思っております。 

 あと８年という期間の中で，当然，見直しする必要があるのではないかということで，そのペ

ージの左側の文書の一番下の部分にも書かせてもらっているのですけれども，※社会環境の変化

や新たな課題に対応できるよう，中間年である令和８年度に必要な見直しを行う予定ということ

で，最近で言うとコロナとか，社会の変化が大きい部分があります。もともと掲げた目標も土台

が変わって見直すということも当然考えられますので，そういったものは中間である令和８年に

必要な見直しを行うことも予定しているところでございます。 

 最後に８年間の計画で，人口減少の中で，市の中の行政の関係の見直しも必要なのではないか

というところでございます。こちらも時間の関係で説明を省かせていただいたのですが，５７ペ

ージにいろいろな施策をこういったことでやりますよということで，項目だけになって申し訳な

かったのですけれども，５７ページに持続可能な行財政運営ということで，それこそ今後も人口

減少する中で，市民から信頼される持続可能な行政運営ということを行っていかなければいけな

いという部分になりますので，一番直結するところでいうと，施策２のところの人口減少の進行

を踏まえた経営資源の効果的配分と民間活力の導入推進というところ。今後，持続可能な新潟市

を作るためにも，項目だけで申し訳ないのですけれども，こういったところを掲げていきたいと

思っております。 

 先ほど，副市長からもお話しあったのですが，内容については，分厚い本冊に書かせていただ

いた部分がありますので，そういったところをぜひ，一度お目通しいただいたうえで，何かご意

見があったら，またパブリックコメントでいただければと思っております。ご意見，ありがとう

ございました。 

〇議長（髙橋会長） 鞠子委員よろしいでしょうか。 

〇野島副市長 補足させていただきます。 
 委員のおっしゃった一つ目のご意見についてですけれども，各施策の下にそれぞれ書いてある

政策指標というものは，新潟市全体の数字です。区ビジョンでは，各区にさらに細かい施策がぶ

ら下がってきます。それにつきましては，１年ごとに立てております実施計画のほうに，区ごと

の施策について指標を設けることになっております。 
 また，これから人口減少の世の中になってくるときに，限られた人，財源を使ってどのように

生産性を上げていくのかというお話についてですが，１０ページに人口の将来展望のグラフを記

載しております。人口はとにかく必ず減少していく，それを踏まえて，まずは減少の幅をどうや

ってやわらげるかという視点。それから，人口減少社会にはどうしてもなるので，そこにどう適

応していくのかというもう一つの視点。この二つの視点をしっかりと意識して，それでも心豊か

に暮らし続けられるような新潟市を，という大きな考え方のもとで，この計画全体を作っていく

ということでございます。 
〇議長（髙橋会長） ほかにございませんでしょうか。 

〇渡邊委員 ８年間に及ぶという総合計画素案なので今，読ませていただいて，事前にも一回読

んでいるのですけれども，非常にスパンというか，期間が長いなと思います。こういう長い期間

のときに，いろいろ考えますと，この中心になって動く人たちはどういう人かなというようなこ

とをちらっと考えました。 

 それで一つお願いがあるのですけれども，パブリックコメントをおやりになるということで，

大変いいことなのです。ぜひやっていただきたいと。その中に，一つお願いすることは，県内に

各大学がございますので，この政策にマッチする学部はあるかというと，恐らくあると思うので

すよ。そこの学生がどのように考えているかということも，できたらパブリックコメントで市の

ほうから直接，依頼をしていただくと大変若い人の意見も反映されやすいのではないかと思いま

すので，要望だけさせていただきます。 

〇議長（髙橋会長） ほかにございませんか。ないようですので，（１）次期総合計画の素案に
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ついて，（２）南区区ビジョンについての報告はこれで終わりといたします。 

 

（３）令和４年度 教育委員会の主な事業について（教育支援センター） 

〇議長（髙橋会長） 続いて，次第２（３）令和４年度教育委員会の主な事業について，教育支

援センターから報告をお願いします。 

〇小菅教育支援センター所長 教育支援センター所長の小菅美穂子です。いつもお世話になって

おります。 

 私からは，令和４年度教育委員会の主な事業について説明させていただきます。事業の説明に

入ります前に，例年，実施してまいりました，区の教育ミーティングにつきまして，今年度の実

施方針をお話ししたいと思います。今年度は，昨年度同様，本日の自治協議会の場をお借りしま

して，令和４年度教育委員会の主な事業を説明させていただきます。また，昨年度は，年明けの

コロナ感染の拡大により，区教育ミーティングを中止し，資料の配付によりコミュニティ・スク

ールモデル校の取り組みをお伝えすることになりましたが，今年度は１０月以降，自治協議会開

催前のお時間を少しいただきまして，区教育ミーティングを開催したいと考えております。なお，

ミーティングのテーマにつきましては，現在，教育委員会教育総務課と検討しておりますので，

決まり次第，お知らせいたします。 

 それでは，令和４年度教育委員会の主な事業について説明させていただきます。資料３をご覧

ください。この資料では，今年度，重点的に取り組む事業のほか，見直しや課題も含めまして，

教育委員会の事業の全体像を示しています。教育委員会では，資料最上段の二重囲みにあります

ように，教育ビジョン第４期実施計画の中心テーマ「これからの社会をたくましく生き抜く力の

育成」を目指し，記載の視点から施策を展開していきます。 

 はじめに視点１と視点４に関連するＧＩＧＡスクール構想の推進です。ＧＩＧＡスクールに関

しましては，これまでに児童生徒１人１台端末整備のほか，大型ディスプレイ，例えば，体育館

などに設置する大型テレビなどをいいます。これらの周辺機器の整備や，ＧＩＧＡスクールサポ

ーターといいまして，ＧＩＧＡスクール導入時のサポートとして，令和２年３月までで終了して

おりますが，それを引き継ぐ形でＩＣＴ支援員を４校に１人配置し，令和４年度も継続していき

ます。ＩＣＴ支援員は，授業におけるＩＣＴ機器の準備，活用支援を行ってきております。今年

度は，ＧＩＧＡスクール運営支援センターを新設し，より効率的，効果的なＧＩＧＡスクールを

推進していきます。ただいま立ち上げに向けまして準備をしており，夏休み前をめどに設置しま

す。 

 具体的には，多くの子どもたちが一斉にアクセスしても支障がない仕組みの構築をします。ま

た，デジタル教科書や家庭向けのヘルプデスクなどの運営を行います。今後課題に記載しており

ますデジタル教科書の導入については，デジタル教科書を導入することで，弱視や難聴など，子

どもの特性に応じたサポートができて，画像や音声等により教科書の内容がより分かりやすくな

るというメリットがあるものです。令和４年度は，全国の小学校５年生から中学校３年生の全員

に英語のデジタル教科書アカウントを配付したり，約８割の学校，これは希望によるものですけ

れども，小５以上について，他の教科から選択して１教科のアカウントを配付したりして，有効

性の検証がなされています。また，令和６年度からは，教科書が改訂され，全教科での紙の教科

書とデジタル教科書を併用する方向です。ひまわりクラブとの連携につきましては，ひまわりク

ラブにＷｉ－Ｆｉを整備することで，ひまわりクラブに通う子どももタブレットを使った学習が

できるようになりました。ひまわりクラブでも，ルールを決めて正しく使えるよう，連携が必要

となります。 

 次に，その下の四角囲みの特別支援教育の一層の充実についてです。３枚目の資料をご覧くだ

さい。現在，特別支援教育へのニーズが高まっており，本市における特別支援学級，特別支援学

校に在籍する児童生徒の数は，この１０年間で小学区が２．３倍，中学校が２．１倍，特別支援

学校が１．５倍の増加となっております。また，医療的ケアが必要な児童生徒は４．０倍に増え

ています。増加の理由として２点考えております。１点目は，発達障がいについて広く認知され

るようになり，診断される子どもが増えたこと。２点目は，一人ひとりの子どもの状況に応じた

きめ細かい対応を求めて，保護者が特別支援学級，特別支援学校を選択するようになったことだ
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と考えております。こうした中で，特別支援学校への教職員の配置や施設の狭あい化，医療ケア

児への支援体制の強化，ＧＩＧＡスクールへの対応など，さまざまな課題や高まり続ける特別支

援教育への社会的ニーズに適切に対応していくことが求められている状況を受け，今年度，教育

委員会に特別支援教育課を創設しました。これまで学校支援課にあった特別支援教育班と特別支

援教育サポートセンター，総合教育センターが担当していた特別支援教育に関する研修の業務を

新設する特別支援教育課へ移管し，これまで複数所属にまたがっていた業務を集約することで，

政策，企画，立案能力を強化するとともに，一体的な事業展開を図ります。また，教育委員会と

福祉部，こども未来部等の市長部局と連携することで，乳幼児，学齢期，社会参加まで切れ目な

く一体的に障がい福祉行政を推進します。 

 次に，視点３のコミュニティ・スクール推進事業です。コミュニティ・スクールとは，学校運

営協議会を組織した学校をさします。昨年度までは，モデル校で実施。南区では白南中学校区で

したけれども，今年度よりすべての小中学校で実施し，地域総がかりで子どもの成長を支える体

制を構築し，地域と一体となった学校づくりを進めます。 

 ２枚目の資料，コミュニティ・スクールの波及効果についてご覧ください。コミュニティ・ス

クールは，自転車で例えるならば，学校運営協議会がかじ取りの前輪，地域と学校パートナーシ

ップ事業が推進力の後輪になると言えます。言い方を変えると，学校運営協議会は，学校運営の

基本方針を協議するとともに，学校運営の改善を図るなど，目標の実現に向けて協議する場であ

り，地域と学校パートナーシップ事業は，子どもの体験的な学習の機会を設けるなど，目標の実

現に向けた活動の場であると言えます。学校運営協議会では，具体的に，学校運営の基本方針の

承認，学校運営に対して意見を具申，教職員の任用に関しての具申といったことができます。地

域総がかりで子どもの成長を支える体制を構築し，地域の創意工夫を活かした特色ある学校づく

りを進めることで，地域全体の活性化も期待できます。また，各区で予定している区づくり予算，

南区では未来創造教室事業といいますが，これに対しても，この取り組みが寄与できるものと考

えています。この未来創造教室について少し説明しますと，南区の自然，産業，文化，暮らしの

中から学習課題を見つけ，地域の人から学ぶ，さらに自分たちで考えて行動を起こすなどとして，

地域を愛し，将来の南区を担う人材を育成する目的で行っているもので，すでに各校で活動が開

始されております。教育委員会では，このほか視点２の社会教育のあり方の検討，視点５の部活

動指導員や教員業務支援員の配置などにも力を入れていきます。 

 まず，視点２.社会教育に関する部分です。記載のとおり，地区図書室の窓口業務委託化など，

運営方法の見直しや役割の検討を行うこととしています。令和３年度は，地区図書室窓口は会計

年度職員を任用していましたが，令和４年度は市内七つの図書室の貸出業務をシルバー人材セン

ターに委託します。社会教育の役割を検討と記載がありますが，公民館の家庭教育振興事業につ

いて，こども未来部の所管する事業との連携などを検討するものです。 

 視点５教育関係職員の育成の部分です。部活動指導員は，部活の質的向上，教員の働き方改革

を目的として配置されたものです。令和３年度は全市で１４名，令和４年度は１６名に増員して

います。南区では，令和３年度は白南中で配置されており，令和４年度は白根第一中学校，白根

北中学校が新たに加わりました。現状として，新潟市は，政令市の中でもこの部活動指導員の配

置割合が低くて，県の中でも低いのですけれども，令和元年度から令和２年度による調査により

ますと，市内１４校のうち１０校の顧問の時間外勤務が月平均１９．６時間短縮という結果が出

ています。教員業務支援員とは，教職員にゆとりを生み出し，子どもにかかわる時間を増やすな

ど，教職員の本来の業務に専念できるようにするために，人的環境整備として配置されているも

のです。業務としては，プリントの印刷，来客・電話対応，消毒作業，行事などの準備補助をし

てもらっています。また，右側をご覧いただきますと，学校給食の抜本的な見直しに着手します。

公会計化の導入などについては，課題としまして，各学校によって異なる献立，給食費，地場産

農産物の調達方法などの関係を整理する必要があること，事務集約する教育委員会の体制整備の

必要があることなどが挙げられますけれども，よりよい学校給食のあり方を検討していきます。 

 最後に点線囲みですが，部活動の地域移行や用務員の委託化などの課題についても，モデル実

施による効果を検証しながら取り組んでまいります。 

 以上で，教育委員会新年度事業についての説明を終わります。 
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〇議長（髙橋会長） ただいまの報告について，ご質問がありましたらお願いいたします。 

〇渡邊委員 今，部活動の地域移行ということで，令和３年はモデル実施，令和４年はモデルの

効果検証とありますが，実際は，部活動指導員を令和４年は１６人ということで増やされていま

す。これはもう効果検証が終わったということで理解してよろしいでしょうか。 

〇小菅南区教育支援センター所長 １６校に増やして，また今年度も効果検証していくというこ

とになります。 

〇渡邊委員 分かりました。もう一点ですが，部活というと，大体，頭の中で運動系ということ

がすぐ出てくるのですけれども，実際は日本の文化や歴史，あるいは芸能を引き継ぐ，いわゆる

華やお茶という面もあるわけです。そういう面も含まれているのでしょうか。 

〇小菅南区教育支援センター所長 このモデル校の実施の中には，残念ながら運動部以外いわゆ

る文化部の検証は入っていないのです。ただ，やはり文化部に所属する子どももおりますので，

今後，そちらの検討も含まれるかと思います。 

〇渡邊委員 では，今後，検討して，採用する方向でやっていただけますか。 

〇小菅南区教育支援センター所長 まだはっきりしませんが，そういう検証も行っていくのでは

ないかと思っております。 

〇渡邊委員 分かりました。十分検討をお願いします。 

〇議長（髙橋会長） ほかにございませんか。 

〇星野委員 このビジョンでたくましく生き抜く力の育成とありまして，非常にいいスローガン

というか，テーマだと思うのですけれども，私の個人的な考えもあるのですけれども，こういう

たくましく生き抜く力を持つ子どもを育てるということで，こういうはっきりいって今まで以上

にお金をかけて，うちの子どももタブレットを持たせたり，いろいろ言い方はあれですけれども，

子どもにいろいろものでお金をあてがうというところなのかと。言い方は失礼ですが考えていま

して，そういうことなのかと思っていまして，たくましさは，例えば，今の話しだと，ドラえも

んでいうと，スネ夫みたいな形なのですよね。おもちゃを買い与えて，パソコンを買い与えて，

環境づくりをして，それでたくましさが子どもに備わるのかなということは，備わる可能性もあ

ると思うのですけれども，それだけではないような気がするのです。私も一人の親として考えて

いるのは，やはりたくましさというのは何かとなったときに，やはり私らの親の世代や，私らの

上の世代の人たちは，今の若者よりも今の子どもよりも，多分たくましさはあったのです。それ

は多分，貧しさであったり，ハングリー精神だとか，そういう頑張っている雰囲気が日本全体に

あったとか，そういう大人がいたというところがすごくあるような気がしていて，私もそれは自

分でもすごく実感していまして，だからやはり，例えば部活動の指導員で，民間の大学や社会人

で，例えば，テニスをやっていた。厳しい練習を受けた。そういう人たちが学校に入って，指導

やお話しなど，大学はこんなのだよと教えることは非常にいいなと思っていて，こういうことは

すごくいいなと思っているのですけれども，部活動以外でも，そういう民間の人が子どもたちと

交わって，子どもたちに刺激を与えられるような状況という環境を作っていかないことには，は

っきり言って，うちの子もそうなのですけれども，タブレットを預けた，スイッチを預けた，で

も何が起きているかというと野球は送り迎えしてくれとか，うちらのときは，そんなの自転車で

行ったよとか。余談なのですけれども練習に行くに対して，親がペットボトルも出して，水を用

意して，給水の準備まで親が気を使ってやると。全然うちらよりたくましくないじゃないかと。

昔，熱中症はそんななかったよという話もしながら，そんな笑い話もあるのですけれども，この

たくましさというものを求めるのであれば，もう少し違うアプローチというか，そういうものも

ぜひこれから，今すぐということは難しいとは思うのですけれども，検討されていくべきではな

いかと思います。ですので，あてがうことが，準備をすることが，環境づくりをすることがたく

ましさにつながるかというと，決してそうではないのではないかと思いますので，一度，ご検討

いただけたらと思います。 

〇小菅南区教育支援センター所長 ご意見ありがとうございます。たくましさのとらえなのです

が，学校教育の中では，これから予想もできない世の中に向かっていくにあたって，その中で自

分らしく生きていく。しかも他者と協同しながら，いろいろな問題を解決していく。そういう経

験を積んだり，さまざまな学びの中で自己肯定感を育てて世の中に出ていくと。そういう意味が
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あります。ですので，おっしゃるとおり部活だけではなくて，学校教育の中に民間の力と言いま

すか，いろいろな人生の先輩の話を聞く機会を子どもたちにも与えて，そこから何かを感じても

らいたいとは思っておりまして，そういった意味でも，未来創造教室でさまざまな講師を呼んで，

人生講話をしていただいたりということを企画しております。ありがとうございます。 

〇議長（髙橋会長） ほかにございませんか。 

〇松尾委員 質問ですが，部活動の地域移行というのは，部活動の代わりにやっていくというこ

となのか，それとも地域に移行しているということは，地域の働いている方がたくさんいると，

やはり夕方よりも夜のほうが協力しやすいという状況になりますし，それと今，中学の大会とか，

いろいろ高校の大会になると，コーチなり，指導者がいても，担任の先生も一緒に付いていくと

いうような状況になっているのですけれども，実際，その監督やコーチに任せられるのかどうか。

それと，もう一つは，地域移行になってくると，学校単位の大会ということが可能なのかどうな

のか。一切，学校が関知していかないのかどうか。その辺が移行で先生方が豊かになっていくの

はいいことなのですけれども，実際，スポーツをする子どもたちにとって，それが普及に，そし

て強化に，発展になっていくのかどうかということは，私は少し疑問に思っているのですけれど

も，その辺，どのような解釈をされているのか教えていただければありがたいです。 

〇小菅南区教育支援センター所長 部活動指導員というのは，土日の引率も含めた指導となりま

す。このように部活の土日引率も含めた指導員のほかに今，学校には地域の指導者として部活エ

キスパートと呼ばれている方と，これもボランティアなのですが，部活サポーターと呼ばれてい

る方がいらっしゃって，この方たちは引率はできないのです。ですので，地域移行になったとき，

子どもたちはより広い選択肢の中からより専門的な指導を受けることが可能になるということ

で，自分たちで選べる形になるのではないかと思っています。地域移行になった場合の引率です

とか，今後の関わり方ということも，これからの検証に入ってくるのだと思います。申し訳あり

ません，まだ途中の取り組みですので。 

〇松尾委員 今の答弁で少し，今，迷っているなという理解をしているのですけれども，実際問

題，指導員なり，エキスパートなりの人たちも，実際，週５日間の指導だと大変だけれども，土

日の引率とか，そういう人だったら，エキスパートの人たちもＯＫという人はけっこういると思

うのです。要するに週２回くらいだったらいいけれども，指導員なら週５回くらいだったら大変

な労力なので，土日に引率くらいいいですよということだったら，私は地域移行しても，地域の

人たちもやっていけるのではないかということ。 

 それともう一つ心配なのは，学校単位でやっていかないと，今，盛んにやっている国体とか，

そういうものもこれに絡んできている問題があるので，本当にいいのかなと。なくなっていかな

いのかなと。ただ，強い子だけが残っていくような感じではなくて，やはりみんなが楽しんでい

きいきとやるようなスポーツも必要ではないかと私は思っているのですけれども，その辺が少し

抜けているような感じたして，もう少し検討されたほうがいいのではないかと思います。 

〇小菅南区教育支援センター所長 ありがとうございます。指導者についてですが，現在のエキ

スパート，サポーターの方を含めた外部の指導者，保護者やＯＢ会，それから各競技団体，何と

か連盟といった方にも協力を依頼します。指導者の方には，公認スポーツ指導者資格などの資格

を有する方の活用などを想定しているようです。部活を地域に移行する中で，学校として行って

きた部活の意味というのでしょうか。生徒指導的なことも含めても，地域移行した後の活動の中

に，部活動ガイドラインを適用してほしいという地域の声もありますので，そういった部分は引

き継がれていくのではないかと思います。 

〇議長（髙橋会長） ほかにございませんか。 

〇鞠子委員 この視点１の３番目の貸出用モバイルルーター購入とございますよね。これは確認

ですが，自分のうちにいても，このルーターを使ってＷｉ－Ｆｉを見られるという考え方で，今，

紙の教科書の場合は，みんなうちに帰っても教科書を見られるけれども，このＷｉ－Ｆｉ設備を

持てない，また，支払いができないという家庭のところに全部貸し出して，毎月のＷｉ－Ｆｉの

料金を全部払って，子どもたちがどんな子どもでも，貧富の差に関係なく使えるという考え方で，

もうこれは全部できると思っていてよろしいのですか。 

〇小菅南区教育支援センター所長 貸し出しは今おっしゃった考え方でやっております。実際に
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は，モバイルルーターを貸し出している家庭というのはほとんどないのですが。 

〇鞠子委員 ないのですか。 

〇小菅南区教育支援センター所長 いえ，何件かはあります。 

〇鞠子委員 そうすると自分のうちでＳＮＳを開くこと自体ができないうちはないと思ってい

てよろしいのですかという質問です。 

〇小菅南区教育支援センター所長 そうです。 

〇鞠子委員 では，この料金自体も，個人の家庭が払うという仕組みなのですか。 

〇小菅南区教育支援センター所長 Ｗｉ－Ｆｉについてはそうです。 

〇鞠子委員 ルーターだけ貸すけれども，その料金はお金のあり，なし関係なく，そのお金を払

って教科書が開けるという環境でと。私は，お金の差異があることによって，子どもたちに差異

があること自体を心配しているのです。今，これだけコロナでお金が必要な家庭もあるわけだし，

シングルマザーの方が困っているとかということもよく聞くし，そういう中で子どもたち自身に

そんなギャップが出てくること自体があってはならないと思っているわけです。だから，それを

補助する意味だという解釈で考えていれば，そういうことはないなと思っていてよろしいのです

ね。学校側は当然，誰でもうちへ帰っても，全部ネットで見られるとか，教科書が見られるとい

うような状態であるということも，校長は全部確認しているということですね。 

〇小菅南区教育支援センター所長 そうです。Ｗｉ－Ｆｉ調査は行って，この貸し出しも行って

おります。 

〇鞠子委員 調査を行っていて，問題はないということを教育委員会のほうとしては確認してい

るということですね。 

〇小菅南区教育支援センター所長 そうです。 

〇議長（髙橋会長） それでは，令和４年度教育委員会の主な事業については，これで終わりと

いたします。 

 

３ 部会報告 

〇議長（髙橋会長） 次第３.部会報告に入ります。部会の検討状況を各部会長から報告しても

らいます。はじめに，第１部会長から報告をお願いいたします。 

〇鞠子委員 第１部会を担当しております鞠子です。第１部会は６月８日の午後から部会を開催

いたしました。議題といたしまして，令和４年度の第１部会の提案事業で，南区公共交通ＰＲ事

業につきまして，ｍｙ時刻表を作りまして，新潟日報やそういうところでもアピールしていただ

きました。今後，そのＰＲ活動ができそうな地域の集会等に再検討して，区バスの主な利用者で

あるシニア層をターゲットにしまして，茶の間やご近所ネットでＰＲ活動を行っていくと。それ

から，６月以降についても，同じような活動を行っていきたいと考えております。次回は７月１

３日に第４回を続けたいと思います。 

〇議長（髙橋会長） 続いて，第２部会長からお願いいたします。 

〇小嶋委員 第２部会の小嶋ノリです。 

 １番目，令和４年度第２部会提案事業について，「家族ふれ愛事業」についてです。小中学生

の絵画・川柳展のスケジュールについて協議し，会期を１１月１日から１１月１７日と決定しま

した。また各学校の役割分担を行い，賞選考については，各部会員が，作品回収をした学校の作

品からおのおのが選考し，入賞作品を決めることになります。 

 ２番目，未来の担い手育成事業についてです。昨年度，特色ある区づくり予算として，星野委

員より提案のあった事業について，趣旨を改めて確認しました。令和５年度の実施に向けて話し

合いをしました。効果を考えると学校単位で実施できるとよい。実施方法として，学校の授業の

中だけでなく，ＰＴＡ事業としても考えられるのではないか。対象は小学校６年生でなくて，中

学生でもよいのではないか。全校を回るとなると著名人は予算的に難しい。県内で注目されてい

る若手起業家などから講師を探してもいいのでないか。複数年にわたってこの事業を継続するこ

とを想定してもいいのではないか。以上のような意見がありました。引き続き，実施方法を検討

していきたいと思います。 

〇議長（髙橋会長） 続いて，第３部会長から報告をお願いします。 
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〇冨井委員 第３部会の冨井です。第３部会では，６月７日に実施しました。提案事業について，

１番の「しろねの宝さがしとまち歩き」については，いろいろな意見を出し合いまして，出店は

希望を募るということで，イベントの時間は１０月９日午前９時から１２時まで，雨天もやると。

イベント名は「南区味わい市場」，場所は左エ門小路ということに決定しまして，次回からは中

身に対して実施内容について検討していくことになりました。 

 ２番目のしろね大凧と歴史の館の展示会についてなのですけれども，事務局のほうから施設の

紹介がありまして，規模やいろいろ費用について説明がありました。次回には，今回，凧合戦が

終わりましたので，その中にドローンで撮影した写真を基にそれをどうしていくかということも

含めて検討していくことになりました。次回は，７月１２日に決定しました。 

〇議長（髙橋会長） ほかにございませんか。なければ，部会報告については，これで終わりと

いたします。 

 

４ その他 

〇議長（髙橋会長） 続いて，次第４.その他について，委員の皆さまから何かございますでし

ょうか。ないようですので，私から先ほど野島副市長からも若干話がございましたが，昨日，中

央区のホテルで開催されました新潟市総合計画審議会に出席をいたしましたので，概要を報告さ

せていただきます。次期総合計画を議論する審議会の委員は４５人で構成されておりまして，互

選により会長には新潟大学学長の牛木辰男氏，副会長には新潟商工会議所会頭の福田勝之氏が選

出されました。新潟市長からの諮問を受け，審議会は全体会が２回，四つの部会がそれぞれ４回

予定されておりまして，１０月上旬，答申を目指して短期決戦の会議が予定されております。昨

日の全体会では，牛木会長から新潟市の明るい将来につながる総合計画とするために，委員各位

の協力をお願いしたいとあいさつされ，その後，２０２２年までのにいがた未来ビジョンの振り

返り，これまでの総合計画の関係の振り返りと次期総合計画素案の説明があって初会合を終えま

した。なお，質疑応答等に，あるいは意見等については，８日までに意見を寄せてくれというお

話しでもありましたので，先ほど，副市長からの話にもありましたように，パブリックコメント

でも，あるいは私のほうに寄せていただいても，意見を述べさせていただきますので，ご協力を

お願いしたいと思います。私は，安心・安全，まちづくり・インフラ，環境を所管する第４部会

に所属をいたしました。７月１１日（月）に部会開催が予定されております。以上，会議の概要

を報告させていただきました。 

 ほかになければ，事務局，何かございますでしょうか。 

〇五十嵐区長 南区長の五十嵐です。お疲れさまでございます。私からのご連絡です。先ほど，

部会のほうでも報告がありましたとおり，これから皆さまのほうで行事，活動，イベントなどが

再開される動きがどんどん進んでおります。先回，またはその前のこの自治協議会でも，委員の

皆さまから地域の活動が再開されて，地域の方々が喜んでいただいたとか，元気をいただいたと

いう意見もありました。そこで我々区役所としましても，ＳＮＳで南区の公式ツイッターをやっ

ておりますので皆さまの活動，またコミュニティ協議会，自治協議会，それから地域活動という

ものを積極的に情報発信できますので，ぜひそういうＰＲをしたいということがあれば，いつで

も地域総務課の広報担当のほうにご連絡を下さい。ＰＲのご支援をさせていただくことはできま

す。凧合戦，それからつい先日の月潟まつり，新飯田まつり，滞りなくやっていただいて，地域

の方々は元気をいただいたという声をいただいております。 

 それから，コミュニティ協議会でも庄瀬のコミュニティ協議会が大凧揚げを行いました。小中

学校生の参加や，たくさんの地域の方々が集まっていただいて，私もそこに参加させていただき，

ツイッターを上げさせていただきました。それから，大通コミュニティ協議会もここにいらっし

ゃる鞠子さんと川村さんでコラボを組んで，野菜の朝市を６月に実施されました。たくさんの方

が来ていました。そこに私も参加させていただいて，地域の方々が笑顔で買い物されている姿の

写真や，コメントを上げさせていただいております。ぜひこれから皆さま方が活動するにあたっ

てのＰＲや事業の報告をしたいということであれば，いつでも我々区役所のほうにご連絡いただ

ければありがたいと思っていますので，よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（髙橋会長） それでは，野島副市長からひとことお願いしたいと思います。 
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〇野島副市長 いつもながら熱心なお話し合い，そしてご討議，ありがとうございました。部会

の報告もされました。着々と事業が具体的に動き始めているのだなと，非常に楽しみに思いまし

た。   
それから，教育ビジョンの実施計画については，部活動の地域移行という話題がありました。

これは広い意味で考えれば，地域の子どもたちを地域の大人たちが見守るというさまざまな取り

組みの中の一つとして捉えていただければと思います。今，学校の部活動というのが，少子化の

ためになかなか大変な状況になっています。例えば，野球部は９人集まらないとか。そうすると

野球部自体が存続できないと。サッカーも同じです。一方，例えば，地域の二，三校が集まると，

試合ができるだけの子どもが集まるというようなところも多くなっています。ですので，それぞ

れのやりたいスポーツを選択するという手段の一つとして，学校単位にこだわらないスポーツを

楽しんだり，あるいは一生懸命取り組んで鍛えるというような場の選択肢を広げるという意味の

取り組みだと，ご理解いただければと思います。今，とりあえずスポーツ関係の部を先行して試

行しておりますけれども，当然，文化についても今後検討し，また実施に向けての取り組みがこ

れから進んでいくということになっております。 
 今日のお話し合いが，地域の活性化につながることを祈念しております。本日はありがとうご

ざいました。 

〇議長（髙橋会長） ありがとうございました。その他はこれで終わりとさせていただきます。 

 

５ 次回全体会の日程について 

  令和４年７月２７日（水） 午後２時から 南区役所４階講堂 

 

６ 閉会 

〇議長（髙橋会長） 以上をもちまして，第３回南区自治協議会を終了させていただきます。皆

さま，大変ご苦労さまでございました。 

 

 

（午後３時２２分） 

 


